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●空き巣    ４件●住居侵入   １件 

●非侵入盗   ５件●万引き    ５件 

●自転車盗   ３件●器物損壊   ２件 

●特殊詐欺   １件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇無灯火運転 
〇二人乗り運転 
〇並進運転 
〇携帯電話等の使用運転 
〇イヤホーン等の使用運転 
〇傘さし運転 
禁止事項を守らなければ、罰則が科

せられます。 

 
 
 
被害者の心 (ハート )に寄り添う相談

電話です。相談時間は、 
２４時間３６５日受付 

です。 
※電話回線により繋がらない場合は、 
０１２０－８３－８１０３ 
へおかけ下さい 

 

県
警
で
は
、
犯
罪
な
ど
に
よ
る
被
害
の

未
然
防
止
に
関
す
る
相
談
や
、
県
民
生
活

の
安
全
と
平
穏
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
、

警
察
本
部
及
び
県
内
の
各
警
察
署
に
開
設

し
て
い
ま
す
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及
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一
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Ｉ
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二
十
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時
間
受
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（
夜
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び
土
日
祝
日
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末
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始
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対
応
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①自転車は、車道が原則、 
         歩道は例外 
②車道は左側を通行 
③歩道は歩行者優先で、 
     車道寄りを徐行 
④安全ルールを守る 
⑤子どもはヘルメットを着用     

医
療
費
の
還
付
金
は
Ａ
Ｔ
Ｍ

の
操
作
で
は
戻
り
ま
せ
ん
！
そ

れ
は
サ
ギ
で
す
！ 

 
 

 

な
り
す
ま
し
の
市
役
所
職
員

が
、
還
付
金
が
あ
る
と
電
話
を

か
け
て
き
て
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行

か
せ
、
手
持
ち
の 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー 

ド
の
残
金
を
勝
手 

に
振
り
込
ま
せ
る 

手
口
で
す
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 自転車乗車死亡事故のうち、５割

以上が交差点内又は交差点付近で発

生しています。 

 


